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令和３年７月１日～令和３年９月３０日

特になし

（特記事項）

指　名　競　争物品・
役務等

　　１件　　うち、１者応札案件　　０件
　　　　　　契約の相手方が公益社団法人等の案件０件

随意契約

随意契約（その他）
　　１件　　うち、１者応札案件　　０件
　　　　　　契約の相手方が公益社団法人等の案件０件

随
意
契
約

公募型プロポーザル

簡易公募型プロポーザル

標準型プロポーザル

その他の随意契約
　　１件　　うち、１者応札案件　　０件
　　　　　　契約の相手方が公益社団法人等の案件０件

一　般　競　争
　　３件　　うち、１者応札案件　　３件
　　　　　　契約の相手方が公益社団法人等の案件０件

業務

一般競争
　　２件　　うち、１者応札案件　　１件
　　　　　　契約の相手方が公益社団法人等の案件０件

指
名
競
争

公募型競争

簡易公募型競争

その他の指名競争

審議対象案件
１６８件　　うち、１者応札案件６０件
　　　　　　契約の相手方が公益社団法人等の案件０件

抽出案件
１０件　  うち、１者応札案件　　５件
（抽出率６％）　　　　   （抽出率８％）
　　　　　　契約の相手方が公益社団法人等の案件０件
　　　　　　　　　　　   （抽出率　％）

抽
出
案
件
内
訳

工事

一般競争
　　２件　　うち、１者応札案件　　１件
　　　　　　契約の相手方が公益社団法人等の案件０件

指
名
競
争

公募型指名競争

工事希望型競争

その他の指名競争

随意契約（企画競争・公募）

審議対象期間

別紙様式第６

　　　　入札等監視委員会　審議概要

（ホームページ掲載日：令和４年２月２日）

開催日及び場所

委員



質問 回答
〇抽出事業について
・No.1（芦北地区治山工事）について、事業箇所の場
所や資材置き場の狭さなどの問題で前回の入札は不
調に終わったということであるが、応札しようとする者は
悪条件との特殊性を分かった上で、入札しているのか。

・応札しようとする者は現場説明書や実際に現地へ行く
など現場条件を確認した上で、入札参加申請を行って
いる。入札不調後のアンケートでは工事に係る諸条件
が合わないという理由等で入札に参加しなかったとの
結果であった。

・そういったことから住民説明会を行い、資材置き場の
確保や工事に必要な条件を整えた上で、2回目の入札
を行ったのか。

・アンケート結果によると、応札しようとする者は作業環
境に加え、周辺住宅への振動や騒音等が問題化する
のではと懸念していたため、予め住民説明会を行った。
今回これらについて住民の了解を得られたため、改め
て入札を行ったものである。

・住民説明会は発注側（九州局）で主催するのか。 ・説明会は発注者が主催するが、地元自治体にも参加
してもらっている。

・2回目の入札を行うにあたり、工期は厳しくなったの
か。

・本来、必要な工期を確保した上で入札を行うとこであ
るが、入札不調等で2回目の入札になると工期を確保
することができない実態がある。このような場合は、財務
局と協議の上、繰越制度を活用し、年度を越えた適正
な工期を確保しているところである。

・予定価格は1回目と何か変わっているのか。 ・予定価格は、工事内容の見直しを行うと変わることもあ
り、今回の工事については仮設費の見直しを行ったた
め、割り増しとなり予定価格は高くなった。

・今回の工事は隣接する2箇所をまとめて入札したとい
う説明だが、1箇所ずつに改めて分割発注することは考
えなかったのか。

・分割して発注することは考えなかった。

・No.10（緑の循環認証会議(SGEC)森林管理認証更新
審査業務）について、審査対象は九州局になるのか。
また、審査をする会社が全国に4社あり、そのうちの1社
のみが入札に参加したという説明だが、残りの3社が入
札に参加しない理由はあるのか。

・審査対象は九州局である。残り3社が入札に参加しな
かった理由としては、距離的な問題も考えられることと
九州以外にも認証地があるため、他認証地の業務が忙
しく、手が回らないため参加しなかったのではないかと
考えられる。

・今回の審査地域は球磨川森林計画区内国有林となっ
ているが、林野庁という大きな枠として審査を行うことが
出来ないのか。

・森林計画を樹立している流域毎に審査を行うこととし
ているため、林野庁全体として審査を行うことは出来な
い。

・森林認証を受けるとメリットはあるのか。 ・森林認証を受けた森林から生産された木材にラベリン
グすることで、木材の販売価格が高くなった実績がある
とともに、買受業者は環境に配慮した持続可能な森林
管理のもとで産出された木材等を販売・使用していると
いうことが社会的に認知されるので、環境配慮への取
組を消費者にアピールすることができる。また、認証森
林から産出される林産物として他の商品との差別化が
図られ、環境配慮製品として消費者から選ばれることが
期待できる。

・No.7（製品生産(土埋木)事業請負）について、土埋木
が無くなりつつあるということだが、この事業も無くなって
しまうのか。

・土埋木の資源は減ってきており、土埋木を搬出する事
業体の後継者不足という問題もあり、厳しい状況であ
る。しかし、地元地域等には土埋木を使った伝統工芸
品を製造する業者がいるため、今後において年間何㎥
まで供給できるかという協議を行っている。

・現在も土埋木には価値があるのか。 ・現在も伝統工芸品の材料として価値がある。

委員会による意見の
具申又は勧告の内
容［これらに対し部
局長が講じた措置］

特になし

事務局：九州森林管理局企画調整課

委員からの意見・質
問それに対する回答
等

(注1)必要があるときは、各事項を著しく変更することなく、所要の変更を加えることができる。
(注2)公益社団法人等とは、公益社団法人又は公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第４２条第１
項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。）をいう。


